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法律論叢第88巻第 1号 (2015.7)

[資料]

昭和四九年商法改正と法制審議会商法

部会小委員会(十三ノー)

一一民事局参事官室試案修正案をめぐって一一
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枝 雄

はじめに

前同の公認会計士協会の意見の審議に続いて、昭和 44年1月13日法制審議会

商法部会小委員会第一三回会議が開催され、鈴木小委員長のほか金子、黒沢、新

谷、田中、原の各委員および青山、浦野、草島、田辺、味村の各幹事が出席し、当

H提出された「株式会社取査制度に関する民事局参事官室試案(修正後)J (商法部

会小委員会資料 19) (法務大臣官房司法法制調査部「法制審議会商法部会小委員会

第|・三回会議議事録J44-53頁所収)そ下に審議が行なわれた。ちなみに、この

試案(修正後)は、前回までに出された経済界からの批判や本小委員会や企業会計

審議会等で出た意見等を取り入れたものであった。
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第一問題提起

一 本日の審議の基本方針

まず、鈴木小委員長は、この日 関し、小委員会の出席状況からみ

て、小委員会で、案を堅めて、部会へ自信のあるものを持っていって通すというふう

な訳にはいかないので、是が非でも今年一杯にやり、今国会に間に合わせなければ

ならないというふうに必ずしも考えなくてもいい、できるだけ早い機会に未確定の

状態で部会へもっていくというふうなことをやらざるを得ないのではないか、そう

いうことを含んで、今日の議事を進めたい、との意向を示したの

「きょう「民事局参事官室試案修正案Jというものをここへ出しておりますが、

これは法務省としてもここまで修正することはやむを得ないということを覚悟し

たものだと思いますのそれだけで足りるのかどうかということはおそらくいろい

ろな御意見があるのだろうと，思いますが、私のいまの感じでは小委員会でこのよう

にお集まりがあまりよくないという状態で、いままで、やっていたように小委員会で

かためで、部会へ自信のあるものを持っていって過すというふうなわけには、

なかなかいかないのではないかという感じがいたしますので、できますればきょう

この試案の説明のようなものを聞きまして、それについて修正案の立場において、

ここのところそ直したらいいだろうといったようなところがありましたらやって

いただいて、これ以外にいろいろ問題がりますところ、これでも困ると思うような

ところがありますものは部会へかけて一緒に議論していただくほかないんじゃな

いかという感じがするわけで、結局一月にもう一回小委員会を開きまして、小委員

会をあげて部会へもっていく。そういう関係からいたしますと、部会の方は三回と

か四回とかやらなければ片がつかないのではないかという感じがいたします。は

たしてそれで今回会に間に合うかどうかという問題もございますけれども、間に合

わなかったら間に合わないでしかたがないのではないか、ということでベストを尽

くしてみるということでやるほかありませんし、またかりに今国会に山さないとい

うことになれば、来年までにはもっと取締役の規定についても、直すべきものを直

すとか、それで、さらにからんでくるのならば、多分総会のほうの規定も直しでもい
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いし、あるいはまた経団連から最近たくさんいただいておりますような問題を、間

に合えば検討してそれに織り込むということも、考えられるわけでございますか

ら、是が非でもことしいっぱいにやらなければ今国会に間に合わせなければならな

いというふうに必ずしも考えなくてもいいのではないかというふうに私個人は考

えてきているわけです。法務省のほうの意向も考え令わさなければならないわけ

ですが、事実の問題として、どうしてもそこのところにとどまるほかないんじゃな

いのかなあというふうな感じを持っておりますが、いずれにいたしましても、これ

は今日急に右か左かをi夫める必要もないので、進行工合に応じて考えていけばいい

のではないかと思いますが、つまり、それは進行のやり方に関係してくるわけで、

小委員会でこれならば小委員会はみな賛成だといろふうな案を、作成することがど

うもできにくいというふうな状態にあるような感じがいたしますので、できるだけ

早い機会に未確定の状態で部会へもっていくというふうなことをやらざるを得な

いのではないかというふうに思っておりますので、そういうお含みできょうの議事

を進めさせていただきたいと思います。

それでは試案修正案について幹事から説明をしてもらいます。J(前掲速記録 1-

2頁)

二試案修正案の説明

この鈴木小委員長の指示を受けて、味村幹事は、第十ニ(中間配当、同速記録

31頁以下)と第十三(財産目録及び付属明細書、商法部会資料 10)を除き、この

試案修正案の詳細な説明を行なったO その内容は、取締役の自己取引の承認権(民

事局参事官宣言試案第ーの十一)、取脊役候補者の指定(民事局参事官宅試案<修正

後>第四の-.)指名権、監査役の報酬(同第六)、監査に要すべき費用(同第七)、

監査役の監査報告書の記載事項(同第八)、監査機関等(同第九)会計監査人の選

任についての監資役の同意(同第十一の二)、会計監査人の欠格事由(同第十一の

三)、会計監盗人の解任についての監盗役の同意(同第十ーの五)、会計監査人の取

締役の法令、定款違反行為についての監査役への報告義務(同第十一の八)などの

諸点に及んだの

「お手元に業し上げました・月 .0口付けの修正案について御説明いたします。
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法律論叢88巻 1号

なお第十二と第十三でございますが、これは別の問題でございますのでー応あと同

しにいたしまして、それを除きました部分について御説明いたします。

この修正案は従米の小委員会の御審議の経過を参考といたしまして私どものほ

うでつくったものでございます。大体こういうふうにしたらいいじゃないかとい

う小委員会の大勢のさまりましたものはそれに従いましたし、どちらとも結論のげ!

ないものも私どもの意見で修正をしたところもございます。

最初が第一の第十一項を削る。これは取締役の白日取引の不認権限を取締役会

から監査役に移すという試案を修正いたしまして、もとどおり取締役会の権限事項

にしておこうということでございます。これは小委員会でいろいろ御議論がござ

いましたが、自己取引の承認ということには自由裁量がかなり入るものでございま

すし、また承認した結呆は現行法でございますと、取締役というかなり多数の方が

連帯責任を負うというようなことになっておりますので、そのほうが監査役に承認

権限を与えるよりは会社の保護になるのではあるまいかということから現行法ど

おりということにしてはいかがかと思うわけでございます。

その次は監査役の選任につきましての改正でございます。監査役の任期と監査

役の候補者指定権につきましては主として経済界のほうから御批判のあったとこ

ろでございますが、小委員会では必ずしもどうという結論が出ていなかったように

思います。

そこでこの案では一応ここにございます三項「監査役が前項の指定をするにはそ

の過半数の決議があることを要するJというのをつけ加える。この前項の指定と中

しますのは、監査役が取締役会できめました取締役の候補者に異議がありますとき

に自分で別の人を候補者に指定をするということで試案では各監査役がそれぞ、れ指

定できるようになっていたわけでございますが、それを監査役の過半数の決議をし

てはじめて候補者の指定ができると、してはどうだろうか。監査役会という合議体

はっくりませんけれども、監査役会員のうちの過半数の決議ということではじめて

指定ができる。取締役のほうで監査役の候補者を指定いたしますのも取締役会の決

議ということで過半数でするわけでありますので、それに対応して監査役の過半数

の決議でもって指定をするということにすれば、やめていただくのが当然だという

ような監査役があらためてまた向分を指定していつまでも淘汰がされないという試

案に対する経済界からの批判にもこたえることができるのではあるまいかというこ
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とから、こういう形で修正をしてはいかがであろうかと思ったわけでございます。

第六の第て項は監査役の報酬でございますが、これにつきまして

査役の報酬の額を監査役の協議できめますが、きまらない場合は平等だという規定

がございましたが、平等というのはあまりに機械的過ぎるという御批判が多うござ

いましたので、その部分を削りまして監盗役の報酬の額は監査役の協議をもって定

めるということにとどめようということでございます。したがいまして協議がき

まりません場合には、いつまでも報酬がもらえないということになるわけでござい

ますが、そういうようなことはないで、あろうということで、この程度にしてはどう

かということでございます。

第七の第-項の中で『監査に要すべき費財Jを「駐査役の職務の執行に要すべき

費用」に改める。これは『監査に要すべき費用』というのがばく然としているわけ

でございますが、監査のための調査に要する費用だけのような感じも受けますの

で、むしろ監査役の職務を執行するのに要する費用令部なのだということをもう少

しはっきりさせてはどうだろうかということでございます。

第八は監査役の監査報告書の記載事項でございます。監査役の監査報告書の記載

事項は会計監査人の監査報告書の記載事項と密接な関連があるわけでございます。

大蔵省のほうの企業会計審議会で会計監査人のほうの監査報告書の記載事項にワき

ましていろいろ御審議をいただいてその御意見が出ておりますのでそれを取り入れ

る線で進めたわけでございます。法律的に取り入れた場合にこうなるのではないか

ということで企業会計審議会の意見の表現どおりにはなっておりませんが、大体そ

の御意見に従って会計監杏人の散杏報告書の記載事境をきめよう O そうすると、当

然歌杏役の報告書の記載事項にもはね返ってまいりますので、そのはね返りを書い

たということでございます。ごちゃごちゃ書いでございますが、監査役の報告書の

記載事項となりますものは、この修正案の(一)、(二)、試案の(六)、(七)、(入)、

(:fL)となるわけでございます。なお(七)については砦干修正がございます。

順次説明いたしますと、修正案の(一)は三つに分かれておりまして(二)も三

つに分かれております。(二)は貸借対照表と損益計算害、これは監査の中心にな

るわけでございますが、その内容につきましての監査窓見の結論というものをまと

めたわけでございます。(ー)はその貸借対照表、損益計算書の内容に関します意

見に達するまでの経緯と申しますか、そういうものを・応まとめたというつもりで
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ございます。

(ー)の(1)は監査役が会計について行なった監査の方法の概要ということでござ

いまして、これは試案の(ー)の一番最初の部分と変わりがございません。

企業会計審議会の御意見では会計監査人が実施した監査の概要というのを記載

事項にしろとなっているわけでございますが、実施した監査の概要と申しますと、

監査全般についての概要だという感じもいたしますが、中身をお聞きしますと、そ

れは監査の範岡、つまり監査をいたしました対象である財務持表の範岡と、どうい

うふうにして実施したかという監査の方法と大体この二つに分けられるように思

います。貸借対照表、損益計算書について監査をするのだということは法律上当然

のことでございますので、特に法律では書く必要がないだろうと思います。そうい

うわけで、 (1)は監査役が会計について行なった監査の方法の概要という試案の従米

の表現を踏襲したわけでございますが、特に企業会計審議会の御意見に食い違うと

いうことはないと思っております。

(2)は、監査のため必要な調査を行なうことができず、又は取締役から監査のため

必要な報告を得なかったときは、その肯及びその理由、試案では財産目録及び商法

三ニ条の帳簿の記載の正碍性について行なった調査の方法並びに取締役から監食

のため必要な報告を得たか否かといつことを特に記載しろとなっておりまして、常

にこれを記載しなければならないことになっているわけでありますが、そういう

ことをするのはあたりまえだからむしろ必要な調査ができなくなった場合だけ書

けばいいじゃないか。必要な報告ができなかった場合だけ書けばいいじ守ないか。

そういう趣旨でございます。

企業会計審議会の御意見も必要な監査手続を実焔できなかった場合にはその旨

及びその理由となっておりまして、大体似たような趣肯だと思います。ただ監貸手

続という表現があまり法律的に熟しておらないものですから、監査のために必要な

調査だとか、報岳噴?受けるとかそういうことであろうということで、この修正案の

ような表現にいたしました。

(3)は商法第三二条の帳簿及び財産目録に記載すべき事項の記載がなく、若しくは

不実の記載があるとき、又は貸借対照表及ぴ損益計算書の記載が同条の帳簿又は財

産H録の記載と合致しないときは、その旨。

これも試案ではこういう帳簿なり財産目録の記載が正確かどうかとか、それが貸
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借対照表、 J員採計算書の記載と合致しているかどうかということを全部記載事項に

してあったわけで、ありますが、そういうことを調べるのは当然なので、そしてまた

それが正確であるかとかあるいは合致しているということは普通の事態なのだか

ら、合わない場合あるいは不正確な場合だけ書いたほうがいいじゃないかというこ

とで、企業会計審議会の御意見もそのようでございます。それに従って修正をした

わけでございます。

(二)は先ほど申し上げましたように、貸借対照表と損益計算害の中身につきま

しての結論でございます。

試案では貸借対照表と損益計算書の内谷記載方法その他の様式、法令及び定款に

適合しているかいなし、かというこ kだけであったのでございますが、企業会計審議

会の御意見では、貸借対照表と損益計算書が法令及び、定款の規定に従って作成され

会社の財政及び損益の状態を適正に表示しているかいないかを記載事項にしろと

なっております。

しろうとから見て法令、定款の規定に合っているかどうかということよりむしろ

それが会社の財政損益の状態を適正に表示しているかどうかということをはっき

りいってもらうことが大切だということが企業会計審議会の御意見だと了解して

おります。

私どもは法令、定款に従っておれば、会社の財産、損益の状況を適疋に示してい

るのだという考えは一応申し上げたのですが、しかし見るほうからいえば会社の財

産、損孫の状況を正しく示しているかどうかということについての判断が厳査報告

書に記載されていることが大切だという御意見でございますので、それに従いまし

て(て)の(1)では貸借対照表及び損主主計算書が法令及び定款にしたがって会社の財

産及び損益の状況を正しく示しているときは、その旨。それから違反がありまして

正しく示していないときはその旨とその違反の内容というのを記載事項にしては

いかがかというふうに考えたわけでございます。

(二)の(3)は従前の(5)と同じでございます。

先ほど申し上げましたように、試案のほうの六は生きております。

七の利益処分案でございますが、これにつきましでは、利益処分案が法令、定款

に合っているかどうかということについて記載するということは御異論がござい

ませんけれども会社の財政状況その他の事情に照らして不当であるときはその旨
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というのは削れという御意見もかなり各界からあるわけでございます。非常に不

当かどうかということは判断のむずかしい事項であろうと思われます。

しかし他方におきまして、監査役の一般的な職務といたしましては、試案の第一

の五で監査役は取締役が株主総会に提出しようとする議案及び書類を調査して法

令若しくは定款に違反し、又は著しく不当と認められる事項があるときは株主総会

に意見を報告しなければならないとなっておりますので、これと合わせますという

と、利益処分案も著しく不当で‘あるときはその旨を報告していただくのが適当で‘あ

ろうということで試案の (7)には著しくというのを不当の上につけ加えましては

いかがかということでございます。あとは変わりがございません。

第九でございますが、これは会社の実務的な問題、主として取締役会が計算書類

を作成する期聞が凶週間では叙か過ぎるという御意見がございました。

そこで小委員会で御議論していただいた結果を大体構り込んで作ったわけでご

ざいます。見山しを『監査期間等Jとしましたのは、第九の三項を改めまして碁準

日の制度についての改正案を設けましたので『等jとしただけのことであります。

考え方といたしましては、試案の巾で定時総会を決算期後三月以内に開催しなけ

ればならんというこの規定をやめまして、定時総会と決算期の聞がヨヵ月でなけれ

ばならんというふうに法律でさめることはやめまして、現在基準日は株主又は質権

者として権利を行使すべき日の前二月内に定めることになっておりますが、それを

三月に延ばすということにいたしますと決算日が慕準日となり権利を行使するの

が定時総会となりますので、この基準Hを一三ヵ月ということにすることによってお

のずから定時総会と決算期の聞が三ヵ月になるだろうから、このようにしてはどう

かということでございます。

そして、又このように定時総会を決算期後三月内に開催するというように定時総

会の日を決算期から起算して何日目というようにきめないで、基準日制度にまかせ

ようということになりました結果、今度は取締役が監査役に計算寄類を提出する期

間を総会の開催日から逆算するという形にいたしました。つまり第九の第一項中

「決算期後四週間内Jを「定時総会の会日の七週間前Jというふうに改めたわけで

ございます。大体試案でございますと、決算期から定時総会まで三ヵ月あり、三ヵ

月といいますと大体十三週間ございますので、十三週間の七週間を引き去りますと

六週間ということになりますので、取締役が計算書類を監査役に提出する期間は大
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体決算期から六週間あるということになるわけでございます。

ただこれは一般の会社の、つまり大会社以外の会社の話でございまして、大会社

の場合はそれからマイナス一週間ということになりまして、大体五週間になります。

そうなりますと大会社では、定時総会の会日の七週間前のうち、監査役が見ます

のに阿週間かかりますし、総会の招集通知にニ週間かかりますので六週間とられて

しまうわけであります。したがって招集通知を発送するための準備期間というの

は一週間しかないわけでございますので、この一週間に招集通知を印刷したり発送

したりする事務がとれるかどうかということは大きな会社では相当問題になる点

があろうかと思いますが、そこは取締役会のほうで計算書類をもう少し早めに監査

役に出していただくとか、そういうことで融通がつく余地が残っているわけでござ

いますので、こちらのほうが試案よりは若干の融通性があるのではなかろうかと

思っております。

それ以後は大会社の特例につきましての修正点でございますが、第十一第二項 1

中『監査役Jのドに『の過半数Jを加える。これは会計監査人の選任につきまして

の監査役の同意、これにつきましては監査役の過半数の同意が必要なのだというこ

とを明らかにしようということでございます。これは前の小委員会で御議論いただ

いたわけでありますが、大体過千数あたりの御意見が有力であったように存じます。

第十一第三項の修了巨は会計監査人の欠格事由についての修Eでございます。試

案をつくりますときにもこのような欠格事由全部を商法に盛り込むかあるいは公

認会計士j去にまかせるかということはペンデイングにしてあったわけであります

が、企業会計審議会のほうでは公認会計士法を合調的に改正して業務制限事由を合

照的にするといろことを条件にいたしまして、特に必要がない限りは商法から公認

会計上の欠格事由は落としてもらいたいという御意見が山ておりますので、その線

に従いまして修正いたしました次第です。

その結果残りますものは試案の第十一の三の一号の「会社、その支配会社砦しく

は従属会社の取締役、監査役薪しくは使用人Jというところと六号の「懲戒処分に

より業務を停止されている者J、七号の「社員の半数以上が前各号に掲げる者である

監査法人Jでありますの残ったものはいずれもこういった人が会計監査をやるとい

うのは、およそ監査の本質上おかしいじゃないかということから、本質的におかし

いものだけは商法上だめなのだということをはっきりさせておこうということで、
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あとは全部公認会計士i去のほうにまかせてはどうだろうということでございます。

第十ーの第四項の後段を削り、同項に次のとおり加える。

2 前項第一号及び第一号に掲げる者は、会計監査人の職務を行なうことはでき

ない。

これは単に字句の修正でございまして、試案の第十一の第問項では監査法人が会

計監査人に選任されましたときは、その社員のうちで会計監査人の職務を行なうべ

きものを指名して会社に届け出るということになっておりまして、この場合には欠

格事由のある方は指名できないと書いてあったわけでございます。指名すること

ができないと書いてありましたので、これは指名の要件なのか。指名したあとでそ

の指名された人が欠格事由に該当するようになった場合どろなるのかという疑問

が出てまいりますので、指名されたあとでそういう欠格事出に該当したらその後は

会計監査人の職務を行なうことができないのだということをはっきりさせようと

いうだけのことであります。

次の第五項の改正はまず会計監査人の解任につきましての監査役の同意を選任

の場合と同じように監盆役の過半数の同意が必要なのだということをはっきりさ

せようということでございます。

さらに解任された会計監査人の意見陳述権を加えました。意見陳述権といいま

すと強い感じをうえますけれども、読んでみますと、『解任された会計監査人が前

項の株主総会の三目前に自己の解任についての意見を書面をもって会社に通知し

たときは、会社は、株主総会においてその意見を報告しなければならない。Jこれ

は公認会計士協会からの要望もあったわけでありますが、解任された場合は会社の

ほうが株主総会でもって解任したということとその理由を総会で報告することに

なるわけです。理由まで報告をするということになりますと、あまり不~なことを

会計監盗人としていわれでも岡るだろう。やっぱり会計監査人の意見も総会で同

でくるという方法を講じておく必要があるのではないかということでこのような

修正を加えてはいかがかということでございますの

第十ーの第七項でございますが、これはごちゃごちゃ書いでございますが、第七

のlは第九の監査期間の修iFJこ合わせまして、大会社の場合に取締役が会計監査人

に計算書類を提出いたします期間を修正したものでございます。従前は『決算ー期後

四週間内』となっておりましたが、それを「定時総会の会日の八週間前Jと一般の
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会社より一週間延ばしたわけでございます。この結果先ほど申し上げましたよう

に大会社の場合は大体計算書類を作成する期聞が五週間程度の余裕があるという

ことになろうかと思います。

第十ーの第七項のzのほうは、会計監盗人の監査報告書の記載事項の修正でござ

いまして、先ほどの監盗役の報告書の記載事項と合わせたわけでございます。

その結果、会計監査人の記載事項として残りますものは、試案の第十ーの第七項

2の一号の中で会計監査人が行なった監査の方法の概要と、それから、修正案のな

かの監査役の報告書の記載事項を見ていただきまして、そのうちの(ー)の(2)と(3)

と、(二)の(1)と(2)及び試案第十・項第三項の第四号の利益処分案が法令、定款に

合っているかどうか、これだけになります。

監査役の報告書に合わせた部分につきましては先ほどの説明で御了解いただき

たいと思うのでございますが、一つ違いますのは、会計監査人のほうは営業報骨書

についての記載を行なわないといつことになっております。これも企業会計審議

会でそういう御意見が出されております。営業報?持舎の書き方というのは千差万

別でございまして、ことに意見にわたる部分も少なくございませんので、会計監査

人の監査になじまないという部商があるから営業報告書のほうは削ってもらいた

いということだと了解しておりますが、その御趣旨に従いまして試案の中の営業報

告書中会計に関する記載は真実であるかいなかということは会計監査人の監査報

告書の記載事項から落とすということにしてございます。

その次の第十一第七項5の修正は会計慌奇人の報告書の記載事項と臨査役の記

載事境を前述のように改めましたので、それに伴いまして整調しただけのことであ

ります。

第十ーの第八項1の改正は、会計監査人がその職務を行なうに際しまして、取締

役の職務遂行に関して法令又は定款に違反する事実があることを発見しましたと

きは監資役に報告しろというのが試案になっていたわけでございますが、軽微な、法

令違反というようなものを会計監盗人が発見する場合もちょくちよくある。そう

いうのを一々監査役に報告するのでは煩にたえないというような御窓見もござい

ますので、震大な場合だけにしぼってはどうだろうかということで震大な場合、つ

まり不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見し

たときだけ報告をして下さい。こういう規定にしてはいかがであろうかというこ
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とでございます。

なお、申し落としましたが、 中で、

のほうから財産目録は削除しろというような御意見がございます。

それに伴いまして監査報件害の記載事項も若干変わってくるわけでありますが、

その点は第十三のところで御議論をいただくということにしまして、説明は省かせ

ていただきます。J(同速記録2-14頁)

この説明により、小委員会や企業会計審議会で出された財界、大蔵省、公認会計

士協会等の先に公表した民事局参事官室の改正試案に刻する修正意見、批判にした

がって改正したことが明らかにされた。

三問題の提起

この説明を受けて、鈴木小委員長も、第十て(中間配当)、十三(財産目録の廃

止等)は時間の関係上次回に譲る一万、それ以外の提起された問題も、この修正案

を受け入れるとしてもこの点はおかしくないかというということについて審議願

いたいと当日の審議方針を示す。と同時に、取締役の自己取引の承認、取締役会の

提案する監査役候補者に異議ある場合における別の候補者指定に関する監査役の

決議などにつき、若干の疑義を提起した。

「要するに十三、十三というものがはじめて小委員会に提山され、あるいは十三

はちょっとやったことがあるのでございますけれども、詳細を議論するようなこと

ははじめてになるわけでございますが、これはいまから一時間しかご、ざいませんの

で、とてもそこまでいかないと思いますので、次の機会に譲らせていただくという

ことにいたしまして、いま同てまいりました諸点についてこのほかにも問題はいろ

いろあると思いますが、それに立ち入ってはとてもやる時聞がございませんので、

いわば修正案をかりに受け入れるとしてもこの点はおかしくないかといろふうな

ことについて御審議していただくのが本日のところとしては妥当ではないのかと

いう感じがいたしますが、はなはだもの足りないと思われるのでございましょう

が、そういうことできょうはやっていただきたいと思います。

十ーにもいろいろ御意見がございましょうが、とったほうがいいのではないかと
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いうふうな御意見が小委員会で、は第ーの十ーは多かったように思いますので、これ

はこれでよろしゅうございましょうか。何にも書いていないということはいまま

でどおり、あるいはその上取締役会の承認というふうなものは命令的なものなの

か、効力的なものなのか。あるいは効力的なものとしても詩意の第三者に対抗でき

ないというふうなものなのか。そういうふうなことは法律を畜いてまいります段

階においてまかせるというふうなことで御;意見があれば、そういうものを法務省

としては法律をつくります場合の心得として必要になるわけでありますけれども、

いままでの考え方と違うのだという志味で削除ということでよろしゅうございま

しょうか。よろしゅうございましょうかといっても、何か特にございましたらば伺

ろということにいたしますの

おそらくそのほかにも問題はいろいろございましょう。第三の任期などについ

ても議論は分かれるだろうと思いますが、第四のところの第三項が新たに加わるわ

けでございますが、ただ!惑じからいいますと、ここのところではいやに項そ改めて

書いているのに、うしろのほうにくると簡略しちゃって『監査役の過半数』とただ

ポカンとやっちゃっているわけですね。その上にさらに詳しくしようというのな

ら監査役が二人以上ある場合にはということにならないとおかしいのかもしれな

いし、だから簡略にしてしまうのならはじめから監査役の過半数の決議によって候

補者を指定し、その旨及びその理由というふうな形にしてしまうことも考えられる

と思うんですね。とにかくほかと平灰が合わないような感じがいたしますね。J(同

速記録 15頁)

この鈴木小委員長のこの疑義を受けて、味村幹事と鈴木小委員長の聞で次のよう

に議論がされた。

味村幹事「ちょっと書きにくかったものですからこういうふうに書いただけのこ

とでご、ざいます。J(同速記録 15頁)

鈴木小委員長「その決定の一週間以内に・・・そうか。J(同速記録 15頁)

日来村幹事「最初にも、二「監査役はJとあるものですから・・・。J(同速記録 16

頁)

鈴木小委員長「その過半数の決議をもって候補者を指定しというと「そのJがま
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た上にもあるか。「監査役のJを重ねたってかまわないんだな。

もこういう意見が多かったような感じも持ちます」 16 

第 二審議

以上の審議の方針にしたがい、ついで個別事項につき、審議が行われた。

一監査費用

民事局参事官室試案第七 監貸費用

一 会社は、株主総会の決議をもって、

らないの

き費用の額を定めなければな

二 監査役は、前項の株主総会において、同項の額について窓見を述べることがで

きるの

こ 監査役は、何時でも、第ー項の額の範囲内において、会社に対し監査費用の文

払を請求することができる。

四 監査役は、第一項の額をこえる費用を必要とするときは、会社に対しその額及

びその理由を記載した書画をもって、その支払を請求することができる。

五 監査役は、支出した監査費用の明細を会社に通知し、会社は、計算書類付属明

綱審に監査費用の明細 しなければならない。

民事局参事官室試案(修了F.後)第七 監査費用

一 会社は、株T総会の決議をもって、監査役の職務の執千lに要すべき費用の績を

定めなければならない。

二 除奇役は、前項の株主総会において意見を述べることができる。

取奈役は、何時でも、第一項の額の範囲内において、会社に対しその職務の執

行に要すべき費用の支払を請求することができる。

四 監査役は、その職務の執行のため第一項の額をこえる費用を必要とするとき

は、会社に対し、その額及びその理由を記載した書面をもって、その支払を

することができる。
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出; 聡杢役は、支出した費用の明細を会社に通知し、会社は、計算書類付属明細書

にその明細を記載しなければならない。

(同速記録47-48頁)

鈴木小委員長は、試案が監盗のための調査に要する費用だけでなく、監査役の職

務を執行するのに要する費用全部であるとの趣旨をはっきりさせるために、「監査

に要すべき費用」を「監査役の職務の執行に要すべき費用」と改めた(同速記録4

頁)ことに関し、その試案の文言につき検討の必要性を指摘した。

「第七は、この構想向身について議論があったわけですが、試案の構想をかりに

生かすとすればこのほうがましだろうと思いますね。ただ四項が監査費用という

字が依然として生きているのは頭隠してしり隠さずのような感じがするので、「監

査役は職務の執行のため第一項の額をこえる費用者?必要とするときはJとか何とか

しないとおかしいんじゃない。J(同速記録 16頁)

この点につき、日未村幹事は、監査費用という言葉は、全部監査役の職務執行に要

すべき費用というつもりで書いたが、要すべき費用である場合と要する費用とがあ

るので、書き分けたのだと釈明した。

「あとの慌奈賀用というのは全部駅査役の職務執行に要すべき費用だというつも

りで壬現にも丘現にも全部出ているものでございますので、要すべき費用である場

合と、要する費用とございますので、ちょっと書き分けて・・・。J(同速記録 16頁)

この説明を受けて、鈴木小委員長は、その趣旨は理解したが、三の場合について

は、監資のために必要な費用の支払を請求することができるというのは何かちょっ

とおかしいし、また五の場合については、監盗をとってしまってもいいのではと疑

義を述べた。

「そうか。そういうつもりか。だけど疑問があるとするならば、たとえばその

取締役に対して訴えを起こさなければならんといっているような費用は監査費用
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じゃないんだね。 ー番疑問なのは、まだ三の場合は監査費用kいっていいのかもし

れないけれども、狭いほうだといってもいいのかもしれない。監査のために必要な

費用の支払を請求することができる。何かちょっとおかしいような感じがするん

だな。五なんでいうのは監査をとってしまってもいいんですよね。費用の明細を

記載しなければならないといったってかまわないんだ。J(同速記録 16頁)

この指摘を受けて味村幹事は、表現はまた考えてみたいと検討を約束した。

「そうですね。ここは監査に要すべき費用というのは、監査役の職務の執行に要

すべき費用だといろことを明らかにしたという程度のつもりでございまして、表現

はまた考えてみたいと思います。J(同速記録 17頁)

二 監査役監査報告書の記載事項

民事局参事官室試案第八 監査役の報告書の記載事項

監査役が定時総会に提出すべき報告書には、次の事項を記載しなければならない。

(一) 監査役が会計について行なった監査の方法の概要、特に財産目録及び商

法第三十二条の帳簿の記載の正確性について行なった調査の方法並びに取

締役から監査のため必要な報告を得たか否か。

(二) 財産目録及び前号の帳簿の記載が正確か否かの

(三) 貸借対照表及び損主主計算書の記載が財康目録及び第一号の記載と合致す

るか否か。

(四) 貸借対照表及び損益計算書の内容及び記載方法その他の様式が法令及ぴ

定款に適合しているか否か。

(五) 商法第二百八十七条ノ二の引当金が設定されているときは、その設定が

必要か否か。

(六) 営業報告害の内容が真実であるか否か。

(七) 準備金及ぴ利益又は利息の配当に関する議案が法令及び定款に適合して

いるか否か並ぴに会社の財政状況その他その旨の事情に照らして不当であ

るときはその旨

(八) 監査役が会計以外の業務について行なった監査の方法の概要。
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(九) 取締役の職務遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する

重大事実があるときは、その事実

民事局参事官室試案(修正後)第八監査役の報告書の記載事項

監盗役が定時総会に提出すべき報告畜には、次の事項を記載しなければならない。

(一) (1) 監査役が会計について行なった監査の方法の概要

(2) 監査のため必要な調査を行なうことができず、又は取締役から監査

のため必要な報告を得なかったときは、その旨及びその理由

(3) 商法第三十二条の帳簿及び財産H録に記載すべき事項の記載がなく、

若しくは不実の記載があるとき、メは貸借対照表及び損金主計算書の記

載が同条の帳簿又は財産目録の記載と合致しないときは、その旨

(二) (1) 貸借対照表及び損益計算書が法令及び定款にしたがって会社の財産

及び損益の状況正しく示しているときは、その旨

(2) 貸借対照表及び損益計算書が法令及び定款に違反し会社の財産及び

損益の状況を正しく示していないときは、その旨及びその違反の内容

(3) 商法二百八十七条ノ二の引当金が設定されているときは、その設定

が必要か否か。

(三) 営業報告書の内容が真実であるか否か

(四) 準備金及ぴ利益又は利息の配当に関する議案が法令及ぴ定款に迎合して

いるか否か並びに会社の財政状況その他の事情に照らして著しく不当であ

るときはその旨

(ヵ:) 歌脊役が会計以外の業務について行なった歌杏の方法の概要

(六) 取締役の職務遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する

重大な事実があるときは、その事実

(一) 日|当金の設定

1 問題提担

(同速記録48-49頁)

鈴木小委員長は、大蔵省の企業会計審議会での、会計監査人の監査報告書の記載

事項についての審議結果を受けて、監査役の監査報告書記載事項を修正した試案第
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八(同速記録4頁)のうち、引当金の設定(第八(二)(3)))の問題を取り上げ、こ

れは会計監査人の方の問題かと質した。

「一番問題の多いのは第八だろうと思いますが、ことにこれと会計監査人の報信

書の記載の各事項との関係というものに相当問題があるような感じもするわけで、

いま伺ったところでは引当金の問題は、これは監査役のほうになるので、会計監査

人のほうではないということですか。J(同速記録 17頁)

2 引当金設定の適法性と必要・妥当性

これに対し、味村幹事は、引当金の設定の違法性は会計監査人の監査範囲に入る

が、設定目的の妥当性・設定の必要性は会社業務全般の観点から見なければならな

いので、会計聡奇人に期待しない方がよいとした。

「そろでございます。ただ誤解があるようなのですけれども、引当金の設定が違

法だという場合でございますね。特定の支出又は損失に備えるためでないのに引

当金を設定したとか、あるいは引当金を設定したのにその目的が杭記していないと

いうのは違法でございますから、それは会計監査人の監査の範囲に当然入るのでご

ざいます。ただその目的が妥当かどうか、必要かどうかということについては、会

社の業務会般から見なければならんことでございますので、そこまでは会計監査人

には期待しないほうがよろしいのではあるまいかというふうに思っているわけで

ございます。J(1可速記録 17頁)

この味村幹事の説明を聞いて、黒沢委員は、引~金設定の必要と妥~性との異同

を質した。

「その引当金の決定が必要かいなかという、その必要という概念は妥当かいなか

というのと同じになるのですか。J(同速記録 17頁)

これに対し味村幹事は、必要だと認めることが妥当なのだと答えるとともに、企

業会計原則の引当金と商法の引当金についての解釈が一致するまでは、監査役に見
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て貰う必要があると述べた。

「決定(設定?)が必要かいなかというのは会社の今後の運営というのを考えま

した場合にこういうものを設定することが必要かどうかということを見ょうとい

うことでございまして、要するに必要だと認めることが妥当なのだということでな

ければ合わないわけでございますね。そういう;意味で妥当だということもいえよ

うかと思いますがの

この点は企業会計審議会のほうでは、企業会計原則の引当金、商法の引当金と必

ずしも概念がただいまのところ・致しておりませんのでこれを合わせようではな

いかということで、その作業は今後的めるということになっております。蒸しあた

りましては現在のところは解釈論としてはいろいろあるわけで、ございますが、必ず

しも実務的にも一致していないわけでございますので、一致をするまではこういう

ことを監査役に見てもらうということが必要ではなかろうかと思っているわけで

ごさいます。J(同速記録 17~18 頁)

他方、黒沢委員は、租税特別措置法上の引当金など実際問題も絡んでいると指摘

した k、この問題は将来引当金概念を明確にするということで解決が見られるかも

しれないが、それには時間もかかるので、引当金の妥当性に関する監査役の意見

は、貸借対照表及ぴ損益計算書が状況を正しく表示しているか否かといろ中に合め

てしまうということはできないかと貨した。

「実際問題もからんでおるわけですね。特に税法上の租税特別措商法でいろいろ

な引当金ないしは準備金の設定を認めておるのいま便宜的な妥協的な措置がいく

つかありまして、租税特別措置法上の準備金ないしは引当金というものを商法二八

七条の二の引当金と見なすという措積もあるし、しかしそのうちあるものは見なさ

れないというものもあるし、引当金の必要性の判断というのは監公役も非常に閃る

問題ではないかと思うのですが、いま味村幹事のおっしゃったように将来引当金概

念を明確にするということで、時間の問題、あるいは相当時聞を要するかもしれま

せんが、解決が見られるかもしれないのですけれども、引当金の妥当性に関する監

査役の意見というものは、その前段の貸借対照表及び損益計算書が、その状況を正
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しく示しているというこ kばであらわされておりますけれども、その中に含めてし

まうということはできないでしょうか。」 18 

これに対し、鈴木小委員長は、試案は、税法上認められている引当余を引当余と

して立てることが認められるか否かというのは適法であるか否かという一般問題

であるが、一般に適法と考えられている-0周年記念引当金が会社にとって必要で

あるか否かという問題なのだと考えているのではないかと付度した。

「だからこういう考え方じゃないんで‘すか。私も間違っているかどうかしりませ

んけれども、いま黒沢委員のおっしゃったように、税法上認められているような引

当令を引当金として立てることが認められるか認められないかというのは一般問

題であるわけで、それは認められるという考え方、認められるか認められないかに

よって適法で、あるか適法でないかという問題が一般にかかる。しかしここでいっ

ているのは、たとえば卜周年記念のためにやるのだということは一般には適法で、あ

ると考えられているとして、しかしそれは内該の会社にとってそれが必要であるの

かどうかという問題なのだと。だから一般論として適法の引当金になるのかなら

ないのかという問題は前のほうにかかるので、うしろのほうにあるのは、そういう

ものではその会社にとってそんなものが要るのか要らないのかという問題なのだ

というふうに考えているんじゃないですか。J(同速記録 18~19 頁)

試案作成者の味村幹事も、そういうことであるとした。

「そういうことですね。J(同速記録 19頁)

そこで鈴木小委員長は、そうだとすると、先の黒沢委員のいう意味では、必要性

も適法性の方に含まれていると確認した。

「そうだとすれば、だから黒沢委員のおっしゃる意味では前のほうに含まれてい

るんですね。J(1可速記録 19頁)
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これに対し、黒沢委員も、合まれているという解釈だとした。

「含まれてるという解釈です。J(同速記録 19頁)

これを聞いて、鈴木小委員長は、引当金設定の必要・妥当性については公認会計

士としてはやらなくていいという意味と考えておいてもおかしくないし、他方適法

性の点は商法と企業会計原則との調整問題を考えていく時に決定して貰ろという

ふうに理解してもらっていいとした。

「だけど、こちらのほうはそのほかにその会社にとって必要なのかどろかという

ことを個別的にお考え下さい。それは公認会計士としてはやらなくてもいいこと

なんですという意味と考えれば置いといてもおかしくないのかもしれないんだね。

そして第一のほうの適法で、あるか適法で、ないかという問題としては商法と企業会

計原則との聞の調整といいますか、問題を考えていくときに決定していただきま

しようということだというふうに御理解していただいていいのではないかという

ことです。J(同速記録 19頁)

3 問題の留保

しかし、鈴木小委員長は、引当金の問題がはっきりしないと、これをどう取り

扱っていいのかわからないので、その取扱いについてはもうちょっと留保したいと

提言したO

「いずれにいたしましでも引当金の問題がはっきりきまらないと、もう少し何と

か詰めていかないと、これをどう取り扱っていいのかというふうなことについては

はっきりいたしませんので、これはもうちょっと情保しておいていただくというわ

けにはいかないかということですね。J(同速記録 19頁)

これに対し、原委員は、この問題について企業会計審議会の草案とか答申のよう

なものがあるのかと質した上、引当金についてはいろいろな問題が起こることを指

摘し、早期の解決を希望する姿勢を示した。
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「この問題は企業会計審議会の草案とかあるいは答申とかいうものはございませ

んでしょうね。J(同速記録20

「いまの経営者は白出な考え方で引当金を考えてますからね。そこに範囲が非常

に広くなりますね。法律でできるものだけははっきりしますけれども、その他のも

のについては、その会杜独特にある特別な場合にその引当金を置いておかなければ

ならんというのがありますけれども、これが今度は利益積立金のようになって、利

投準備金のような形に税の関係で逃げてしまうということも起こるし、株主総会で

は配当しでもいいじ守ないかという考え方も起こるし、いろいろ問題が起こるので

すから。J(同速記録20頁)

これを聞いて鈴木小委員長は、企業会計審議会にも予ー急にと依頼していることを

明らかにした。

「これから至急にやってもらいたいということを頼んで、いるわけです。できるだ

け両方が、向ころでいいといっているものを商法がいかんというふうな形に・. . oJ 

(同速記録20頁)

(ニ) 利益処分案

次いで鈴木小委員長は、営業報告書だけでなく利益処分案も監査役監査の対象と

しても良いのではないかと問題提起した。

「もう一つの問題は、営業報告書については企業会計審議会でも、公認会計ー士で

はなくて監査役へもっていってもらいたいということだし、私もそれでいいのだろ

うというふうな感じがしておるのですが、その次の問題が利益処分案というものが

公認会計士の職務の範囲内に依然として置かれている。つまり少なくともそれが

法令、定款に適合しているかどうかということだけは公認会計士が見るのだという

ことになっているようですが、これは監査役のやることであって、公認会計士から

抜けていいのではないかという感じを持っているのですが、これも黒沢委員とあそ

こにもいったことがあるんだな。J(同速記録20)
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(三) 財産目録という表現の帰趨

これに対し、 は、利括処分案の問題に入るに先立って、まず鈴木小委員

長の提起した問題の外に財産目録に記載すべきだという表現は消えるのかという

問題を質した。

「いま鈴木小委員長のおっしゃった問題のほかに財産目録というものが同てくる

のは、最終的にはこれが消えるようにも、きょう御審議なさらなかったけれども、

第十三が入ってくれば財産目録に記載すべきという表現は消えることになるんで

すね。J(Ii'iJ速記録20頁)

これに対し、鈴木小委員長は、「及び財産目録」、「又は財産目録」というのが消

えるということだとした。

「ですから三の第一行の『及び財産目録Jというのが消えて、また三行日の『同

条の帳簿又は財産目録Jという「又は財産目録Jというのが消えるということにな

るんじゃない。J(同速記録21頁)

そして烹案者の味村幹事は、会計帳簿に財産目録の記載事項を記載しない会社は

財産目録を作成しなければならないが、財産目録を作成する以ヒぞれがiE確である

か否かが厳査報告書の記載事項となるので、第十三を決めた上で書き直す場合もあ

ると述べた。

「これは第十三がどうきまるかにもよるのでございますけれども、この第十三の

書き方は財産目録記載事項を商法三二条の俗に日記帳といわれている会計帳簿に書

けば財産目録はつくらなくてもよろしいということでございますので、会計帳簿に

それを害きません会社では財産目録が残るわけです。小さな会社ではそういうこと

もあるのはないかということをおっしゃられる方もございますので、そういう形に

してありますので、第十三の形のままでございますと、財産目録をつくる会社とつ

くらない会社と、大多数はつくらないことになると，思いますが、つくるところでは

財産H録は正確で、あるかどうかということが監査報告書の記載事項になろうかと思
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います。つくらないところでは、会計帳簿が正確かどうかということできまってく

るわけで、ご、ざいます。ですから、ここのところは第十去をおきめいただいた上でも

う一回振り返って書き直すという場合もあろうかと思います。J(同速記録21頁)

(四) 再び利益処分案

これらの説明を聞いて鈴木小委員長は、話しを利益処分の問題に引き戻した上、

黒沢委員に公認会計士が利義処分の適法性を調べるにしても、ぞれは処分前の利益

の動きを調べるだけものではないかと質した。

「黒沢委員、公認会計士は利義処分というようなものが適法であったかどうかと

いうことは調べるとしても、それはその期の前期のものを調べるのではなくてつま

り期末のものから振り返って基礎に立って処分前の利訴からずっと動いてきたと

いうやつをそのときに調べるわけでしょう。J(同速記録21頁)

これに対し黒沢委員は、実際にはそうなっている、公認会計士のほうは利益処分

案に当たるものを剰余金計算書という名称にしたがって監査対象にしているし、額

の変化があるときは公認会計士の監査結果の記載は利益処分案に影響するし、また

損益計算害だけでなくそれとの比較として利益処分案も見なければならないなど、

公認会計士監査の対象にすべきであるとの意見を繰り返したの

「実際にはそうなっておるわけですね。公認会計士のほうは利益処分案にあたる

ものを剰余金処分計算書という財務諸表規則の名称に従って監査対象にしている

わけなんですね。J(同速記録21頁)

「多少問題はあるのですが、公認会計士の監査報告書では、それに関連する表現

としては、会社の計算では利益金が五千万円になっているけれども、実際は三千

万円である。正確に表示すれば三千万円になるというような表現をとるんですね。

引当金が多過ぎるとか少な過ぎるとか、あるいは損益計算のやり方がいし功、悪いか

によって、会ネ村社f十Aの表示利益がI疋巨しくなUい、、。 if巨‘しくないとしい、叶う場合にはI汗F

するといくらいくらになるということですね。ただし重大な変化があるときだけ

なんですがね。ほんのわずかな差については何にも触れないのですけれども、巨額
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な変化があるときにはその影響という意味で実際は瓦千万円ではなくて弓千万円

であるというような表現をとるんです。それは利益処分案

わけなんですけれどもね。J(同速記録22頁)

ることが多い

「多少問題になることは損益計算書の巾でも特別損益に記載される項目と、利益

処分案に記載される項目とははっきり区別されているわけですね。

ところが、名称のいかんを問わないで考えると、つまり特別利益又は特別損失に

計上すべきものが利益処分案に出ておったり、あるいは利益処分案に出るべきもの

が特別損失に出たりという可能性があるわけですね。それは一方の損益計算書で

判断がつくのですが、比較の対象として利益処分案も見なければならない。J(Ii'iJ速

記録お頁)

「従来ゃれたのはそのあとでしたからね。総会後でしたから。J(同速記録23)

しかし、鈴木小委員長は、これらの黒沢委員委の説明に納得せず、剰余~処分計

算書というのは前期の利益の変動の経緯を見るものであり、これからやろうという

処分案について公認会計士が言っ必要があるのかと疑義を示し、利益の配当のやり

ん・が違法であるということは監査役に任せたってよくはないかと反論した。

「しかし剰余金処分計算書というのは、その前の期の期末利益というものがどう

移り変わってきたかということを見るわけなのですから、それは見たってかまわな

いけれども、これからやろうという処分案というものについて、公認会計士がいう

必要があるのかどうかという感じなんだな。私は。J(同速記録21-22頁)

「それはだけど利採自身が還ってきているわけで、ここでいえば2のところの違

反の内容といいますか、それが影響と書いてもいいと思うのですけれども、そこで

なってくるわけで、もっといえば出てきた利益は正しいんです。しかしその利益の

配当のやり方が違法であるということは、公認会計士としてはタッチなさらなくて

いいんじゃないか。そのくらい監盗役にまかせたってよくないかという感じがす

る。言いかえればだれでもわかるんだな。その利益自身が狂っているということ

がわかれば、あとは違法な議案になるということは当然にわかるわけですからね。

何も公認会計士についての専門家の専門的知識を待たなくたっていいじゃないか。」

(1可速記録22員)
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「だからごらんになるとすればちっともかまわないでLすよ。ごらんになって、そ

れを比べてみてそれを得ようというのならちっともかまわないのですけれども、こ

とに利益準備余の積立てが足りないとかあるいは資本準備余にすべきものが上がっ

ていないとか何とかということがかりにありとしても、あるいは利息の配当などに

ついて公認会計士がとやかく考える必要はないんじゃないのかという気がするん

だがな。

つまり前期の損議処分案というものについての意見というものは、いままでも公

認会計土はやってなかったわけで、すからね。総会にかかる前には。J(I"J速記録23

頁)

原委員も鈴木小委員長のこの意見に賛同した。

「私たちはそれは同感ですね。J(同速記録23頁)

そして鈴木小委員長は、引内金と営業報告書と利益処分というものを大きな一、

一、三にし、純然たる業務の問題を阿にして(一)

の表記につき意見を述べた。

とやったらどうかと試案

「だからそれと同じところでいいんじゃないかという感じがするんですよ。これ

も問題点として残しておいていただけばけっこうなんですがね。何か私の感じは

試案の修正案というものがこういう形で¥二とまた中は(・) (二) (三)という

ふうに小さくわけでいるのなら、引当金と営業報告書と利益処分というふうなも

のを大きな一、二、三、にして、それから純然たる業務の問題を四にして(一)、

(二)とやったらどうか。そのような分け方をした一、二というものだけが会計監

査人にいくのだというふつにすればはっきりしていいじゃないか。何だかわけの

わからない形になっているような気もするのだけれども。つまり前のほうだけは、

ー、二にして、あとのほうはどうするつもりなのか、まだ依然として 6、7とか何

とかいうものを置くつもりなのか。 漢字にしてしまうのか、そこらへんのところが

よくわからないのだけれどもね。J(同速記録 23~24 頁)
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これに対し、味村幹事はもう一寸考えさせて貰いたいとした。

「差しあたってこの程度でございまして、それをどんなふうにこれに合わせて並

べかえるかということはもうちょっと考えさせていただきたいと思いますが。J(同

速記録24
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